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「メガロス神奈川」・神奈川消防署 
プールの水を大規模震災時に活用する協定を締結 

 
スポーツクラブ「メガロス」を展開する野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社（本社：東京都中野区／代表取締

役社⻑：⼤橋 充）、「メガロス神奈川」の土地・建物を保有する野村不動産マスターファンド投資法人(本社：
東京都新宿区／執行役員：吉田 修平）は、メガロス神奈川において、大規模地震等の災害発生時にプール用
水および施設を使用することについて、神奈川消防署と協定を締結しました。 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
当社では、今後も受け入れ施設数の拡大を検討するとともに、地域の「安心・安全」を支援する活動を推進すること

により、グループ企業理念にも掲げる「未来（あした）につながる街づくり」に貢献してまいります。 
 

＜施設概要＞ 
◆メガロス神奈川 
住所 神奈川県横浜市神奈川区入江 1-31-11 
営業時間     平日 9:30～23:00／土 9:00～21:00／日祝 9:00～20:00 
最寄駅 JR 横浜線「大口」駅東口より徒歩 5 分  

JR 京浜東北線「新子安」駅より徒歩 6 分  
ホームページ   http://www.megalos.co.jp/kanagawa/ 
 

■本件に関するお問い合わせ窓口■ 
野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社 経営企画室：山崎・秋谷 

TEL：03-5334-8600 FAX：03-5351-3700 
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【協定の内容】 
大規模地震等の災害発生時に、メガロス神奈川（スポーツクラブ）において 
プール用水及び消防活動に必要な用地を使用 

協定の対象となったプール 
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